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議案第 １ 号 

執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について 

○執行機関の附属機関に関する条例（昭和４２年藤井寺市条例第１９号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

附属機関の属す

る執行機関 
附属機関 担任事務 

（略） 

市長 
藤井寺市住居表

示審議会 

市の住居表示の実施に関する重要事項の調査審

議に関する事務 

市長 
藤井寺市市民協

働推進委員会 

市民協働の推進に関する重要事項の調査審議に

関する事務 

市長 

藤井寺市地域経

済循環創造事業

審査委員会 

地域経済循環創造事業の補助対象事業について

の調査審議に関する事務 

市長 

藤井寺市保健福

祉計画推進協議

会 

市の保健福祉施策に関する調査審議に関する事

務 

（略） 

附属機関の属す

る執行機関 
附属機関 担任事務 

（略） 

市長 
藤井寺市住居表

示審議会 

市の住居表示の実施に関する重要事項の調査審

議に関する事務 

市長 
藤井寺市市民協

働推進委員会 

市民協働の推進に関する重要事項の調査審議に

関する事務 

市長 

藤井寺市保健福

祉計画推進協議

会 

市の保健福祉施策に関する調査審議に関する事

務 

（略） 
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○非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３４年藤井寺市条例第１７号） 新旧対照表 

（附則第２条関係） 

改正後 改正前 

別表（第２条、第４条関係） 別表（第２条、第４条関係） 

区分 報酬額 

（略） 

いじめ問題再調査委員会調査員 日額 ９，５００円

時間額（調査の実施、当該調査により

収集した情報の検証又は調査の結果に

係る報告書の作成に関する業務に従事

する場合） 

 ９，５００円

地域経済循環創造事業審査委員会委員 日額 ９，５００円

環境保全審議会委員 日額  ９，５００円

（略） 

区分 報酬額 

（略） 

いじめ問題再調査委員会調査員 日額 ９，５００円

時間額（調査の実施、当該調査により

収集した情報の検証又は調査の結果に

係る報告書の作成に関する業務に従事

する場合） 

 ９，５００円

環境保全審議会委員 日額  ９，５００円

（略） 
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議案第 ３ 号 

藤井寺市国民健康保険条例の一部改正について 

○藤井寺市国民健康保険条例（昭和３６年藤井寺市条例第８号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第９条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 第９条の２ 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎

賦課額（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項

第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額

（同項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介

護納付金賦課被保険者（同項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以

下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課額を

いう。以下同じ。）の合算額とする。 

（１） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険

法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号に規定する基

礎賦課額をいう。以下同じ。） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（２） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額

（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金

等賦課額をいう。以下同じ。） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（３） 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令第

２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同

じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課額をい

う。以下同じ。） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿

（４） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金

賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子

育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ （略） ２ （略） 

（基礎賦課総額） （基礎賦課総額） 

第９条の３ 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第１９条、第１９条の３及び第１９ 第９条の３ 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第１９条、第１９条の３及び第１９
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改正後 改正前 

条の４の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額す

ることとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に

掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定し

た額とする。 

条の４の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額す

ることとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に

掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定し

た額とする。 

（１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア （略） ア （略） 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み替えられた法第

７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同

じ。）の納付に要する費用（大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負

担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支

援金等」という。）及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下

「病床転換支援金等」という。）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規

定による納付金（以下「介護納付金」という。）並びに子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納

付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み替えられた法第

７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同

じ。）の納付に要する費用（大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負

担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支

援金等」という。）、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下

「病床転換支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の

規定による納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる

部分を除く。）の額 

ウ～オ （略） ウ～オ （略） 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する

費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府の

国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転

換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）を除く。） 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する

費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府の

国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転

換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）を除

く。） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア （略） ア （略） 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受

ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府の国民健康

保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金

等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定に

より貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係

るものを除く。）の額 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受

ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府の国民健康

保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等

及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同

じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額 

ウ・エ （略） ウ・エ （略） 
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改正後 改正前 

（後期高齢者支援金等賦課総額） （後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１３条の６の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第１９条、第

１９条の３及び第１９条の４の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「後

期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号

に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

第１３条の６の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第１９条、第

１９条の３及び第１９条の４の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「後

期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号

に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床

転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。）の額 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床

転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。） 

（２） （略） （２） （略） 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１３条の６の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 第１３条の６の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアから

ウまでに掲げる額 

（３） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアから

ウまでに掲げる額 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高

齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者

支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 

イ・ウ （略） イ・ウ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第１３条の７ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１９条及び第１９条の４

の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額す

ることになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第

１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。 

第１３条の７ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１９条及び第１９条の４

の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額す

ることになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第

１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。次号において同じ。） 

（２） （略） （２） （略） 
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（子ども・子育て支援納付金賦課総額） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第１３条の１３ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第１９

条、第１９条の３、第１９条の４及び第１９条の５の規定により子ども・子育て支

援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額

を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第

１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。 

＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

（１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府の

国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納

付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

イ 第１９条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受

ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限

る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２

第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（子ども・子育て支援納付金賦課額） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第１３条の１４ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世

帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額

に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第

５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１

８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。 

＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 前項の場合において、同項の子ども・子育て支援納付金賦課額に１円未満の端数

があるときは、これを切り捨てるものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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第１３条の１５ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所

得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第１３条の１６の所得割の保険料率を乗じ

て算定する。 

＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第１３条の１６ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

（１） 所得割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の

保険料率における所得割の率 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（２） 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金

賦課額の保険料率における被保険者均等割の額 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（３） １８歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て

支援納付金賦課額の保険料率における１８歳以上被保険者均等割の額 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げるものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければ

ならない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第１３条の１７ 第１３条の１４の子ども・子育て支援納付金賦課額は、各年度にお

いて法第８２条の３第３項の規定による通知が行われた日において施行されていた

国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第１０号に掲げる額を超えることができ

ない。 

＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場

合） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場

合） 

第１６条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属する被保険者数

が増加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険

者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険

法施行令第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象

被保険者等」という。）となった場合における当該納付義務者に係る第１０条若し

くは第１３条の６の３の額（被保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同一世

第１６条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属する被保険者数

が増加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険

者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険

法施行令第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象

被保険者等」という。）となった場合における当該納付義務者に係る第１０条、第

１３条の６の３の額（被保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属
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帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象

被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）

若しくは第１３条の８若しくは第１３条の１４の額又は第１９条第１項各号（同条

第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。）に定める額若しくは同条第５項各号に定める額、第１９条の３第１項（同条

第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。）に定める額、同条第５項（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて準

用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第１９条の４第１項各号

（同条第３項から第５項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める額、同条第６項各号（同条第８項から第１０項までの規定

により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは

第１９条の５第１項に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は

被保険者数が増加若しくは減少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のい

ずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した

日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）若しくは１世帯に属する被保

険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくな

った日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行

う。 

者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険

者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若しく

は第１３条の８の額又は第１９条第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により

読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第１９条の３

第１項（同条第３項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。）に定める第１３条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０

分の５を乗じて得た額、第１９条の３第４項第１号（同条第６項の規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第１９条の４第１

項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項

において同じ。）に定める額若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規

定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額の算定

は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日

（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者

数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その

前日とする。）若しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となっ

た若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等と

なった日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第

１０条、第１３条の６の３、第１３条の８若しくは第１３条の１４の額又は第１９

条第１項各号に定める額若しくは同条第５項各号に定める額、第１９条の３第１項

に定める額、同条第５項に定める額、第１９条の４第１項各号に定める額、同条第

６項各号に定める額若しくは第１９条の５第１項に定める額の算定は、その納付義

務が消滅した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したこと

により納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるとき

に限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第

１０条若しくは第１３条の６の３の額若しくは第１３条の８の額又は第１９条第１

項各号に定める額、第１９条の３第１項に定める第１３条の基礎賦課額の被保険者

均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第１９条の３第４項第１

号に定める額、第１９条の４第１項各号に定める額若しくは同条第５項各号に定め

る額の算定は、その納付義務が消滅した日（法第６条第１号から第８号までの規定

のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅し

た日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月

割をもって行う。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第１９条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎

賦課額は、第１０条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して

得た額（当該減額して得た額が第１３条の６の額を超える場合には、第１３条の６

第１９条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎

賦課額は、第１０条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して

得た額（当該減額して得た額が第１３条の６の額を超える場合には、第１３条の６
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の額）とする。 の額）とする。 

（１） 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発

生した場合には、その発生した日とする。）現在においてその世帯に属する被保

険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規

定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第

３１３条第３項、第４項又は第５項の規定を適用せず、所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第５７条第１項、第３項又は第４項の規定の例によらないものと

し、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（地方税法附

則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則

第３５条の２の６第８項又は第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条

第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項

又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項

に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額

をいう。以下この項において同じ。）の算定についても同様とする。以下同

じ。）及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算

額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世

帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号並びに第

５項において「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得

について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に

規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以

下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に

（１） 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発

生した場合には、その発生した日とする。）現在においてその世帯に属する被保

険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規

定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第

３１３条第３項、第４項又は第５項の規定を適用せず、所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第５７条第１項、第３項又は第４項の規定の例によらないものと

し、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（地方税法附

則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則

第３５条の２の６第８項又は第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条

第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項

又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項

に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額

をいう。以下この項において同じ。）の算定についても同様とする。以下同

じ。）及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算

額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世

帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において

「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定

する総所得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得について同条

第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与

等の収入金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下この号にお

いて同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に地方税法第３
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地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等

控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入

金額が６００，０００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該

公的年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい、給

与所得を有する者を除く。）の数の合計数（次号及び第３号並びに第５項におい

て「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、地方税法第３１

４条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイ

に掲げる額とを合算した額 

１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６０

０，０００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有

する者を除く。）の数の合計数（次号及び第３号において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあっては、地方税法第３１４条の２第２項第１号に

定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じ

て得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した

額 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める

金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得

た金額を加えた金額）に３１０，０００円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在に

おいて当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じ

て得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号

に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年

度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得

た額とイに掲げる額とを合算した額 

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める

金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得

た金額を加えた金額）に３０５，０００円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在に

おいて当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じ

て得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号

に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年

度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得

た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定め

る金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定

める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて

得た金額を加えた金額）に５７０，０００円に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定め

る金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定

める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて

得た金額を加えた金額）に５６０，０００円に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗
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じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前

２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とイに掲げる額とを合算した額 

じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前

２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子

育て支援納付金賦課額は、第１３条の１４の子ども・子育て支援納付金賦課額か

ら、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１

３条の１７の額を超える場合には、第１３条の１７の額）とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（１） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同

号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を

乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに

掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額と

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支

援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を

乗じて得た額とを合算した額 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の７を乗じて得た額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（２） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同

号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を

乗じて得た金額を加えた金額）に３１０，０００円に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）

現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であっ

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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て前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象

とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とを合算した額 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の５を乗じて得た額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（３） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同

号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を

乗じて得た金額を加えた金額）に５７０，０００円に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）

現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のう

ち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等

割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とを合算した額 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の２を乗じて得た額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６ 第１３条の１６第２項及び第３項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額の決

定について準用する。この場合において、第１３条の１６第２項及び第３項の規定

中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（特例対象被保険者等の特例） （特例対象被保険者等の特例） 

第１９条の２ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が 第１９条の２ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
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特例対象被保険者等である場合における第１１条第１項、第１３条の６の４、第１

３条の９及び第１３条の１５並びに前条第１項（同条第３項又は第４項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。）及び同条第５項の規定の適用については、第

１１条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（特例対

象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれ

ている場合においては、当該給与所得については、同条第２項の規定によって計算

した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。第２項において同

じ。）」と、「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と、前条

第１項第１号中「総所得金額（」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の

総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合にお

いては、当該給与所得については、同条第２項の規定によって計算した金額の１０

０分の３０に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるの

は「ついては、地方税法」とする。 

特例対象被保険者等である場合における第１１条第１項及び前条第１項の規定の適

用については、第１１条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総

所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する

給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第２項の

規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。第

２項において同じ。）」と、「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方

税法」と、前条第１項第１号中「総所得金額（」とあるのは「総所得金額（特例対

象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれ

ている場合においては、当該給与所得については、同条第２項の規定によって計算

した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、

同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１９条の３ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３月３１

日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該被保

険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１３条の基礎賦課額

の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、１０分の５を乗じ

て得た額（第１３条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。）

を控除して得た額とする（第５項に掲げる場合を除く。）。 

第１９条の３ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３月３１

日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該被保

険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１３条の基礎賦課額

の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、１０分の５を乗じ

て得た額（第１３条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。）

を控除して得た額とする（第４項に掲げる場合を除く。）。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「第１３条」とあるのは「第１３条の１６」と、第２項中

「第１３条第３項」とあるのは「第１３条の１６第３項」と読み替えるものとす

る。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

５ （略） ４ （略） 

６ （略） ５ （略） 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合

において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、

「第１９条第１項各号」とあるのは「第１９条第３項の規定により読み替えられた

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合

において、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、

「第１３条」とあるのは「第１３条の６の５」と、前項中「第１３条第３項」とあ
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同条第１項各号」と、「第１３条」とあるのは「第１３条の６の５」と、前項中

「第１３条第３項」とあるのは「第１３条の６の５第３項」と読み替えるものとす

る。 

るのは「第１３条の６の５第３項」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「第１９条第１項各号」とあるのは「第１９条第５項各

号」と、「第１３条」とあるのは「第１３条の１６」と、「第１３条第２項」とあ

るのは「第１３条の１６第２項」と、第６項中「第１３条第３項」とあるのは「第

１３条の１６第３項」と読み替えるものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額） 

第１９条の４ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行令第２

９条の７第６項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場合に

おける当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、

第１０条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得

た額が第１３条の６の額を超える場合には、第１３条の６の額）とする（第６項に

掲げる場合を除く。）。 

第１９条の４ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行令第２

９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場合に

おける当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、

第１０条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得

た額が第１３条の６の額を超える場合には、第１３条の６の額）とする（第５項に

掲げる場合を除く。）。 

（１） 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦

課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額に、当該出

産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則第３２条の１０の３で定め

る場合には、出産の日。第２４条の３第１項及び第２項において同じ。）の属す

る月（以下この号において「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合に

は、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」とい

う。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（１） 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦

課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額に、当該出

産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則第３２条の１０の２で定め

る場合には、出産の日。第２４条の３第１項及び第２項において同じ。）の属す

る月（以下この号において「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合に

は、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」とい

う。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（２） （略） （２） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８

歳以上被保険者均等割」と、「第１０条」とあるのは「第１３条の１４」と、「第

１３条の６」とあるのは「第１３条の１７」と、第２項中「第１３条」とあるのは

「第１３条の１６」と読み替えるものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正後 改正前 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

８ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合

において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、

「第１０条」とあるのは「第１３条の６の３」と、「第１３条の６」とあるのは

「第１３条の６の１０」と、「第１９条第１項各号」とあるのは「第１９条第３項

の規定により読み替えられた同条第１項各号」と、前項中「第１３条」とあるのは

「第１３条の６の５」と読み替えるものとする。 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合

において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、

「第１０条」とあるのは「第１３条の６の３」と、「第１３条の６」とあるのは

「第１３条の６の１０」と、前項中「第１３条」とあるのは「第１３条の６の５」

と読み替えるものとする。 

９ 第６項及び第７項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場

合において、第６項中「出産被保険者がある場合」とあるのは「出産被保険者（介

護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）がある場合」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１０条」とあるのは

「第１３条の８」と、「第１３条の６」とあるのは「第１３条の１２」と、「第１

９条第１項各号」とあるのは「第１９条第４項の規定により読み替えられた同条第

１項各号」と、第７項中「第１３条」とあるのは「第１３条の１１」と読み替える

ものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場

合において、第５項中「出産被保険者がある場合」とあるのは「出産被保険者（介

護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）がある場合」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１０条」とあるのは

「第１３条の８」と、「第１３条の６」とあるのは「第１３条の１２」と、第６項

中「第１３条」とあるのは「第１３条の１１」と読み替えるものとする。 

１０ 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育

て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１

８歳以上被保険者均等割」と、「第１０条」とあるのは「第１３条の１４」と、

「第１３条の６」とあるのは「第１３条の１７」と、「第１９条第１項各号」とあ

るのは「第１９条第５項各号」と、第７項中「第１３条」とあるのは「第１３条の

１６」と読み替えるものとする。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等割

額の減額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

第１９条の５ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合にお

ける当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額は、第１３条の１６の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割の保険料率に相当する額（第１９条第５項、第１９条の３第４項の規定

により読み替えられた同条第１項若しくは同条第８項の規定により読み替えられた

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正後 改正前 

同条第５項又は前条第５項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第

１０項の規定により読み替えられた同条第６項に規定する基準に従い当該１８歳未

満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割

の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。

以下同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 第１３条の１６第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において、第１３条の１６第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と

読み替えるものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（公示送達の方法） （公示送達の方法） 

第２１条の３ 法第７８条の規定による公示送達は、公示事項（地方税法第２０条の

２第２項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行

規則（昭和２９年総理府令第２３号）第１条の８第１項に規定する方法により不特

定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記

載された書面を藤井寺市公告式条例（昭和３４年藤井寺市条例第３号）第２条第２

項に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の

映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによっ

てするものとする。 

第２１条の３ 法第７８条の規定による公示送達は、藤井寺市公告式条例（昭和３４

年藤井寺市条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示して行うものとす

る。 
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議案第 ５ 号 

藤井寺市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

○藤井寺市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年藤井寺市条例第７号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

（公示送達の方法） （公示送達の方法） 

第７条 法第１１２条の規定による公示送達は、公示事項（地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２第２項に規定する公示事項をいう。以下この

条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）第１

条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状

態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を藤井寺市公告式条

例（昭和３４年藤井寺市条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示

し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したもの

の閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってするものとす

る。 

第７条 法第１１２条の規定による公示送達は、藤井寺市公告式条例（昭和３４

年藤井寺市条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示して行うものと

する。 
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議案第 ７ 号 

藤井寺市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

○藤井寺市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年藤井寺市条例第２０号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

（職員の一般的要件） （職員の一般的要件） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理

観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論

及び実際について訓練を受けたものでなければならない。 

第１０条 乳児等通園支援事業者の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理

観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論

及び実際について訓練を受けたものでなければならない。 

（職員の知識及び技能の向上等） （職員の知識及び技能の向上等） 

第１１条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、法に定める事業の

目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければな

らない。 

第１１条 乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、法に定める事業の

目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければな

らない。 

２ （略） ２ （略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１４条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０第

１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 

第１４条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０第

１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 

（規程） （規程） 

第１７条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

第１７条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 利用定員 （６） 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

（７） 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当

たっての留意事項 

（７） 乳児等通園支援事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たって

の留意事項 

（８）～（１１） （略） （８）～（１１） （略） 
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改正後 改正前 

（秘密保持等） （秘密保持等） 

第１９条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

第１９条 乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ （略） ２ （略） 

（乳児等通園支援事業の区分） （乳児等通園支援事業の区分） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７

号）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下

同じ。）又は家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う

事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利

用児童数」という。）がその施設又は事業に係る利用定員（子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認において定

める利用定員をいう。）の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から

当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業

をいう。 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７

号）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下

同じ。）又は家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う

事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利

用児童数」という。）がその施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合で

あって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対

象として行う乳児等通園支援事業をいう。 

（準用） （準用） 

第２７条 第２４条及び第２５条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について

準用する。 

第２７条 第２４条及び第２５条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について

準用する。この場合において、第２４条中「一般型乳児等通園支援事業」とあるの

は「余裕活用型乳児等通園支援事業」とし、第２５条中「一般型乳児等通園支援事

業を行う者」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業を行う者」とする。 

（電磁的記録） （電磁的記録） 

第２８条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の職員は、記録、作

成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代え

第２８条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規

定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁
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改正後 改正前 

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。）により行うことができる。 
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議案第 ８ 号 

藤井寺市ふじみ緑地条例の一部改正について 

○藤井寺市ふじみ緑地条例（平成２５年藤井寺市条例第２３号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （開園時間及び休園日） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第４条 緑地の開園時間及び休園日は、規則で定める。 

（使用許可） （使用許可） 

第４条 （略） 第５条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消し等） 

第５条 （略） 第６条 （略） 

（使用料） （使用料） 

第６条 （略） 第７条 （略） 

（原状回復の義務） （原状回復の義務） 

第７条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならな

い。第５条に規定する使用許可の取消し又は停止を受けたときも、同様とする。 

第８条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならな

い。第６条に規定する使用許可の取消し又は停止を受けたときも、同様とする。 

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第８条 （略） 第９条 （略） 

（使用の禁止及び制限） （使用の禁止及び制限） 

第９条 （略） 第１０条 （略） 

（委任） （委任） 

第１０条 （略） 第１１条 （略） 




